
【午前の部】

第１問 プライバシー権

第3問 地方自治 合：第３回第１問エ

第４問 無効又は取消し 総：第３回第４問１ 公模：第２回第４問５

第５問 代理 公模：第１回第５問ア

第７問 物権的請求権 合：第３回第10問イ

第８問 即時取得 総：第５回第10問イ・エ 科：第１回第31問４

第９問 相隣関係 科：第１回第35問エ 公模：第１回第９問１

第１０問 共有 総：第３回第9問ア 公模：第２回第11問ウ・オ

第１１問 地役権 科：第２回第10問イ

第１２問 担保権の性質 合：第１回第12問オ 公模：第３回第14問エ

第１３問 留置権 総：第１回第12問イ

科：第２回第20問ア 実模：第13問エ

公模：第２回第13問ウ 公模：第３回第13問ウ

第１５問 譲渡担保権 合：第１回第12問エ 公模：第３回第15問イ

第１６問 詐害行為取消権 公模：第１回第16問エ

第１７問 弁済 総：第５回第16問オ 科：第３回第３問イ

第１８問 契約の解除

第２０問 夫婦の財産関係 科：第３回第28問ウ

第２１問 認知 科：第３回第32問エ

第２２問 共同相続 総：第５回第22問ア

第２３問 相続人の不存在 科：第４回第10問イ・オ

第２４問 文書偽造の罪 公模：第３回第25問２

第２６問 生命・身体に対する罪 総：第３回第25問エ 公模：第３回第24問エ

第２７問 株式会社の設立 総：第３回第27問エ 公模：第１回第27問ウ

第２９問 新株予約権 総：第１回第29問ウ 実模：第29問５

第３０問 取締役の責任 科：第７回第22問イ 科：第７回第30問ア

第３１問 監査役設置会社 科：第７回第27問ウ

総：第１回第33問イ 総：第３回第33問ア

科：第8回第1問ア 科：第８回第3問エ

第３３問 社債管理者 科：第8回第7問ア

【午後の部】

第1問 訴訟の承継 科：第10回第10問イ 合：第４回第２問イ・ウ

第３問 文書の証拠調べ 総：第６回第２問ア

第４問 簡易裁判所の訴訟手続 科：第10回第25問ウ 公模：第３回第5問オ

科：第11回第2問オ 科：第11回第４問エ

科：第11回第５問ア 実模：第6問ア

第７問 執行文 合：第４回第7問エ

書士法 第８問 司法書士及び司法書士法人の業務 合：第４回第8問オ 公模：第１回第8問エ

第９問 供託申請手続 科：第11回第20問ウ 科：第11回第21問ア

第１０問 弁済供託 科：第11回第29問ウ

第１１問 担保（保証）供託 科：第11回第32問イ 合：第６回第10問ア

第１２問 登記することができない事項 総：第６回第18問オ 科：第６回第14問ウ

第１４問 電子情報処理組織を使用する方法 科：第４回第34問イ 合：第４回第20問エ

第１５問 代位による登記 総：第６回第21問ア 合：第６回第21問ウ

第１６問 書面申請における却下事由 総：第6回第16問１

第１７問 登記識別情報・登記完了証 総：第２回第20問ウ

第１８問 印鑑証明書 科：第５回第27問ア

第１９問 登記識別情報 合：第６回第27問ア

第２０問 所有権の保存の登記 実模：第25問オ

第２１問 所有権の登記名義人が死亡した場合 合：第２回第23問ウ

第２３問 質権の登記 科：第６回第29問イ

第２４問 抵当権又は根抵当権の登記 科：第５回第22問オ 合：第６回第25問ウ

第２５問 信託の登記 総：第４回第27問１

第２６問 仮登記 科：第６回第3問ウ 合：第４回第24問ア

第２７問 登録免許税 総：第６回第17問エ 公模：第１回第17問エ

第３１問 種類株式の登記 総：第６回第31問ウ 公模：第３回第30問ウ

第３５問 合資会社又は合同会社の登記 科：第９回第27問オ 合：第６回第35問エ

【略記名称】　総：総合力底上げ答練　科：科目別全潰し答練　合：合格力完成答練　実模：実力Check模試　公模：全国公開模試

実模：第８問ア・イ

科：第10回第32問イ・ウ・エ

第３２問 持分会社

第６問 民事保全 総：第２回第６問ア・イ

第１４問

総：第１回第22問ア・イ

科：第３回第18問ア・ウ・エ

総：第５回第33問ウ

総：第３回（取締役会設置会社の定めの設定），科：
第５回（支配人の選任），役員変更（取締役，代表取
締役，監査役）につき多数商業登記法（記述式）

合：第４回（別紙「登記事項証明書（後見）」），
公模：第３回（相続による所有権移転，持分
全部移転，共有者全員持分全部移転の登
記）

公模：第３回（別紙「売買契約書」），総：第１回，第５
回，合：第４回（相続による所有権移転，相続による
持分全部移転，売買による共有者全員持分全部移
転）

論点・肢的中：（択一式）出題意図または出題論点が同一でかつ１肢の内容が同一である場合を『論点・肢的中』とする。（記述式）申請すべき登記一件について，事実
関係，別紙の内容が酷似しており，登記の原因が同一である場合を『論点的中』とする。
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科：第３回第29問ア・イ・ウ・エ

合：第３回第22問イ・エ

総：第５回第３問ア・イ・エ

総：第３回第10問２・４

公模：第２回第８問イ・オ

実模：第11問ア・イ


